様式第6号（第8条関係）


勧告書

浪江町指令第　　　　　号　　

　　　　　　　　　　　　　様

景観法第16条第3項の規定に基づき、　　　　年　　月　　日までに次の措置を講ずるよう勧告します。
また、景観法第18条第1項の規定による行為の着手制限に係る期間を短縮することを併せて通知します。

年　　月　　日　　

浪江町長　　　　　　　　　　印　

	行為の所在地
	浪江町

	行為の種類
	

	勧告の内容
	

	備考
	





